
えひめぐりみきゃん旅割 (全国旅行支援)
えひめぐりデジタルクーポン加盟店取扱要領

※新型コロナウイルス感染症の状況次第では、本事業を
中止または中断する場合があります。

全国を対象とした観光需要喚起策（全国旅行支援）について

■概要
国は、地域観光をより一層強力に支援するため、地域観光事業支援における需要創出支援
として、全国を対象とした観光需要喚起策（旅行支援）を実施することとしました。
需要創出支援とは、新型コロナウイルス感染症（COVID- 19）拡大の影響により旅行需要が
落ち込んでいる中、地域的な感染の拡がりを抑制しつつ、都道府県において、感染症の影響に
考慮した「新たな旅のスタイル」への対応や、地域の観光資源の魅力の再発見など、将来的な
訪日外国人旅行者の誘致に寄与するために、補助対象事業者である都道府県が実施する旅行商品
や宿泊サービスに対する補助及び旅行期間中に使用可能なクーポン券等の付与のために必要な
費用を支援する事業です。
愛媛県では、全国からの県内への旅行者を対象に、宿泊旅行代金割引を実施するとともに、
旅行者に対して県内の飲食店や土産店などで使用できる地域限定デジタルクーポンを発行する
ことで、更なる誘客促進を図り、地域経済の活性化に繋げます。

■定義
＊全国旅行支援による補助金は、旅行代金・宿泊料金に対して負担軽減を目的として補助する販売
補助金と旅行先で幅広く利用できる地域限定デジタルクーポンの2つが一体となって構成されま
す。

＊本事業の対象となる旅行は日本国内に居住する旅行者による対象都道府県を目的とする旅行と
なります。
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事業名 みきゃん旅割えひめぐりデジタルクーポン

事業期間 2023年1月10日(火)～2023年6月30(金) (7月1日(土）チェックアウト分まで)
【事業期間外：2023年4月29日(土)～2023年5月7日(日)】

対象者 日本国内に居住する、愛媛県に訪れる旅行者

割引内容 参画事業者が販売する旅行商品・宿泊サービスの代金に対し、
割引を実施します。

クーポン内容 県内の観光施設・土産物店・飲食店・交通機関等で使用できる
「電子クーポン配布用チケット」を旅行者に配布します。

額面 電子ポイント1,000円分

配布・受取り場所 宿泊旅行：宿泊施設
日帰り旅行：旅行会社

有効期間
宿泊旅行：チェックイン日から8日間
日帰り旅行：旅行当日から8日間

利用可能店舗 えひめぐりデジタルクーポン加盟店

HP https://ehime -micantabiwari.jp/

宿泊旅行割引 日帰り旅行割引

〈割引率20%〉

交通付き 上限額5,000円
宿泊のみ 上限額3,000円

〈割引率20%〉

上限額 3,000円

平日 休日

1人(泊)あたり
2,000円分

1人(泊)あたり
1,000円分

宿泊旅行
日帰り旅行

1えひめぐりみきゃん旅割『電子クーポン』について

電
子
ポ
イ
ン
ト
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2.取扱いに関する注意事項
【電子・紙クーポン共通】

◇電子クーポン配布用チケットに記載の有効期間内に限り、ご利用いただけます。

◇「参加店舗ステッカー・ポスター」は、必ず店頭の旅行者から見えやすい場所に掲示
してください。

◇電子クーポンが使えない商品を定める場合、利用限度額を定める場合、他の割引企画との
併用を不可とする場合、ポイント加算対象とする場合等は旅行者が認識できるように明示
してください。

◇えひめぐりみきゃん旅割事業に登録した店舗でのみ利用可能です。
店舗については、ホームページのクーポン取扱店をご覧ください。

◇盗難・紛失・滅失または偽造・変造・模造等に対して、事務局は責任を
負いません。
盗難・偽造・変造・模造等の行為は損害賠償責任が発生する場合があります。

◇電子クーポンの交換及び売買は行わないでください。

◇有効な電子クーポンを提示した旅行者に対し、電子クーポンの受取りの拒否、
金額の上乗せ等、旅行者に不利となる行為は行わない。

◇有効な電子クーポンを利用しようとする旅行者から電子クーポンの利用に関し、
①苦情又は相談を受けた場合
②参加店舗と旅行者との間において紛議が生じた場合
③法令に違反する取引の指摘若しくは指導を受けた場合
には、参加店舗の費用と責任を持って対処し、解決にあたる。

◇旅行者の不正利用を知り得ながらクーポンを受取ること、旅行者に不正を
促すこと等により参加店舗や旅行者が不正に利益を得た疑いがあると
事務局が認めた場合、事務局は調査が完了するまで当該参加店舗における
電子クーポン精算代金の支払いを保留することができるものとする。
また、参加店舗や旅行者が不正に利益を得た場合、参加店舗は、受領した
電子クーポンの金額について一切の責任を負い、事務局へ当該金額を返還する。

◇電子クーポンを利用して購入した商品又はサービスの返品の際の返金は不可です。

◇取扱要領に違反する行為が認められた場合は、換金の拒否や参画店舗の登録取り消しのほか、
損害賠償金の発生等が生じた際にはご請求する場合があります。

◇事務局は、必要に応じて事業所・店舗へ換金請求の内容の報告を求めることができます。
また、立入調査を行うことができることとします。

◇当取扱要領に記載されていない事項及び定めのない事項に関しては、事務局がその都度
対応を決定します。

◇愛媛県の方針等により内容が変更される場合があります。予めご了承ください。
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3.取扱いに関する注意事項
【電子クーポン】

◇旅行者がお支払いの際、必ず金額を目視で確認してください。

◇決済時、過剰に決済をした場合は、取消ができないため、過剰分を現金で
返金してください。

◇決済時、不足となった場合、不足分は電子ポイントや現金等で受領してください。

4.取扱いに関する注意事項
【紙クーポン】

◇電子クーポン配布用チケット(以下「電子クーポン」)の目隠しシールが剥がれて
いるものはお受取りできません。

◇電子クーポンの利用開始日・有効期限はゴム印で押印されています。
空欄、手書き、訂正、不鮮明なものはお受取り後、事務局までご連絡ください。

◇参加店舗印欄に捺印・記入済のものは事務局までご連絡ください。

◇破損した電子クーポンは、
下記の条件を満たしている場合、利用可能です。
ただし、クーポン券の盗難・紛失・汚損・き損が生じた場合再発行できません。

＊バーコード下のNo.と有効期限下のNo.が合致しているもの。
＊券面の面積が5分の4以上のもの。
＊偽造防止パールインキがあるもの。(印字箇所：利用開始日、有効期限)

◇電子クーポン額面以下の金額のご利用時でも、おつりは渡さないでください。

◇電子クーポンでのお支払い時、不足分は現金等で受領してください。

◇偽造・変造・模造等された電子クーポンによる換金請求がされ、事務局が電子クーポン
の利用状況等の調査協力を求めた場合には、取扱店舗はこれに協力する。
また、取扱店舗は、事務局か指示があった場合又は取扱店舗が必要と判断した
場合には、取扱店舗が所在する所轄警察署等に被害届を提出する。

◇クーポンの盗難・紛失・滅失又は偽造・変造・模造等に対して、発行者は
責任を負いません。
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5.募集概要

■(1)対象となる事業者■

愛媛県内に事業所・店舗等を有する観光関連施設
※愛媛県外に本店がある場合でも、県内の店舗等があれば県内店舗のみ対象とする。

【アクティビティ・体験施設】
主に観光客が利用するアクティビティ体験
＊工芸
例）陶芸・藍染体験・ガラス工芸・絵付体験・竹細工体験

＊スポーツ体験
例）マリンスポーツ・ラフティング・サイクリング・登山・釣り・ゴルフ・釣り等

＊料理体験
例）そば打ち体験・お菓子作り体験等

＊観光農園
例）果物狩り・芋堀り・野菜収穫体験等

＊県内着地型ツアー商品
例）まち歩き・サイクリング・お遍路・酒蔵見学・歴史文化巡り等

＊カラオケボックス

【土産物店】
主に観光客を対象に土産販売する施設
＊土産店・伝統工芸品の販売店・道の駅・その他

【飲食店】
日本標準産業分類「76飲食店」に分類される「食品衛生法」第52条第1項の許可を
受けた飲食店とする。
ただし、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
第2条第4項に規定される「接待飲食等営業」を営む飲食店は除く。

【交通事業者】
＊タクシー・レンタカー・自動車運転代行・レンタサイクル・バス・鉄道・旅客船・
ガソリンスタンド・その他
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■(2)対象とならない事業者■

①「風俗営業等の規則及び義務の適正化等に関する法律」
(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っている者

②特定の宗教・政治団体と関わる場合は業務内容が公序良俗に反する営業を行っている者

③地方自治法施行令(昭和22年法令第16号)第167条の4第2号に該当する者及び、
刑法(昭和40年法律第45号)第96条の3もしくは、第198条または、私的独占の禁止及び
公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条ｍの規定による刑の容疑により
刑事訴訟法（昭和 23年法律第 131号）第 247条の規定に基づく公訴を提起されている者等

④役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び、支配人並びに支店または営業所の代表者、
その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者およ
び支配人並びに支店または営業所を代表する者。以下同じ）が暴力団員（暴力団員による不
当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号。以下「暴対法」という）第2条第6号に
規定する暴力団員をいう。以下同じ）であるとき

⑤暴力団（暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ）

または暴力団員が経営に実質的に関与しているとき

⑥役員等が自社･自己もしくは第三者の不正な利益を図り、または第三者に損害を加える目的
をもって暴力団または暴力団員を利用しているとき

⑦役員等が暴力団または暴力団員に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
直接的もしくは積極的に暴力団の維持･運営に協力し、または関与しているとき

⑧役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
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6.電子クーポンの利用対象とならない商品

観光地における消費を喚起するという制度趣旨に鑑み、以下の商品等については、
電子クーポンの利用対象としない。

区 分 事 例

行政期間等

へのお支払い

〇所得税、住民税、固定資産税、自動車税等の公租公課
〇社会保険（医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険等）
〇宝くじ（当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）に基づくもの）
・スポーツ振興くじ（スポーツ振興投票の実施等に関する法律
（平成 10 年法律第 63 号）に基づくもの）
〇その他（自治体指定のゴミ袋、公営競技（競馬、競輪、競艇、オートレース）等）

日常生活に

おける継続的

な支払い

〇電気、ガス、水道、電話料金等
〇NHK放送受信料
〇不動産賃料
〇駐車場の月極、定期利用料※コインパーキング等の一時利用に係る料金は対象
〇保険料（生命保険、火災保険、自動車保険等）

換金性の

高いもの

〇金券類（QUOカード、プリペイドカードやビール券、清酒券、おこめ券、
図書券、旅行券や店舗が独自に発行する商品券等）
〇鉄道の普通乗車券、特急券（指定席等を含む）、回数券、普通航空券
（往復航空券や上位クラス利用料金を含む）等
※ただし、旅行事業者における適切な管理がなされている場合は対象です。

〇収入印紙や切手
〇電子マネーへのチャージ等
〇金融商品（預貯金、振込、株式、投資信託、社債、公債等）

その他 〇電子クーポンの利用エリア内でサービスが完結しないもの
※宅配等の配送サービスは愛媛県発のみ対象
〇事業活動に伴って使用する原材料、機器類又は商品等
・授業料、入金検定料、入金等※アクティビティのガイド料等は対象
〇宿泊代金又は宿泊を伴う旅行商品の代金
〇旅行代金及び宿泊代金に関わる追加費用

(布団代、部屋のアップグレード代金、レイトチェックアウト代金等の支払い)
〇既存の債務の弁済
・各種サービスのキャンセル料・電子商取引
〇無償譲渡、寄付、献金、寄進及びこれ準ずるもの
〇公序良俗に反するもの
〇社会通念上不適当とされるもの
〇資格取得代金等
〇その他各取扱店舗が指定するもの
〇たばこ(酒類は利用可能)
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7.申込から登録まで

■申込方法■

参画店舗登録希望者は「確認事項」に同意の上、「登録フォーム」に必要事項を入力し、
インターネットで参画申請してください。
(新規申請に必要な書類はP.9参照)

①参画申請
えひめぐりみきゃん旅割ホームページ
https://ehime -micantabiwari.jp/cpn_check

②大型店・量販店・チェーン店・系列店などの県内に複数の店舗を持つ事業者については、
事業者情報を登録し、その後、店舗状況の登録を進めてください。

複数店舗登録の場合は店舗情報を追加登録できます。
受付番号とパスワードをお知らせいたしますので、事務局までご連絡ください。

※精算用の振込を分ける場合は事業者情報を分けて登録する必要があります。

えひめぐりみきゃん旅割ホームページ
https://ehime -micantabiwari.jp/cpn_login

③申込いただいた店舗については、事務局の審査を経て、参画店舗として登録いたします。
登録された店舗にはスターターキットを送付します。

ただし、登録後であっても下記に該当する場合には、事務局の審査により登録を
取り消す場合がございます。
(1)申込内容に虚偽・不備があった場合
(2)事務局が登録を取消すると判断した場合

④参画店舗の情報(店舗名・所在地・電話番号・業種等)は「電子クーポン取扱店を探す」
として、「電子クーポン取扱店検索画面」に掲載されます。
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8.新規登録に必要な画像

①口座情報が確認できる画像(通帳の表紙・通帳を開いた1・2ページ目）
②日本国内で事業を行っていることを公的に証明できる画像

次に掲げる書類の中から1点をご準備いただき、その写しを添付してください。
以下のいずれもご準備できない場合には、事務局までお問い合わせください。

①法人所在証明書・個人営業証明書

②開業届

③法人番号指定通知書

④法人納税証明書(国税・地方税いずれかの税目)

⑤確定申告書

⑥労災保険加入証明書

⑦法人登記簿謄本(現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書)

⑧全省庁統一審査結果通知書、地方自治体の入札参画認定通知書)

⑨各種事業に係る許可を証明する書類

─ 営業許可証の例─

【飲食業者】
・食品営業許可証の写し

【小売業者】
・営業許可書等の写し(販売の許可・免許等)

【交通事業者〉
・一般旅客自動車運送事業者許可証の写し
・一般貸切旅客自動車運送事業者許可証の写し
・一般旅客定期航路事業者の写し
・旅客不定期航路事業者の写し

※地方自治体が運営する施設の場合、施設概要書・当該施設の概要がわかる
当該地方自治体等のホームページの写し
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9.電子クーポン精算サイクル

精算サイクルについては、以下の通りです。

・事業者及び店舗は、管理画面において詳細確認ができます。

・今後、事業期間の変更が生じた場合には、ホームページにて改めて換金サイクルを
ご案内します。

10

利用期間 振込予定日

第1回 1月10日(火)～1月31日(火) 2月16日(木)

第2回 2月1日(水)～2月15日(水) 3月1日(水)

第3回 2月16日(木)～2月28日(火) 3月16日(木)

第4回 3月1日(水)～3月15日(水) 3月30日(木)

第5回 3月16日(木)～3月31日(金) 4月24日(月)

第6回 4月1日(土)～4月15日(土) 5月8日(月)

第7回 4月16日(日)～4月30日(日) 5月16日(火)

第8回 5月1日(月)～5月15日(月) 6月1日(木)

第9回 5月16日(火)～5月31日(水) 6月16日(金)

第10回 6月1日(木)～6月15日(木) 7月3日(月)

第11回 6月16日(金)～7月7日(金) 7月21日(金)



10.紙クーポン換金サイクル

換金サイクルについては、以下の通りです。

・上記期間経過後の換金には一切応じられませんので、必ず期間中に換金請求手続きを
完了してください。
※郵便到着まで一週間前後要する場合がございますので、余裕を持って投函ください。
なお、到着期限を過ぎたものは次回換金となります。

・換金請求書は店舗毎に記入をお願いします。
換金請求書に不備がある場合は、振込が遅れる場合がありますのでご注意ください。
※ご返送の際は、輪ゴム等でまとめてご返送ください。
※ホッチキス止め厳禁、バーコードの汚損厳禁

・振込手数料は事務局が負担します。

・今後、事業期間の変更が生じた場合には、ホームページにて改めて換金サイクルを
ご案内します。
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有効期限
店舗→事務処理センター

郵便到着期限
振込予定日

第1回 1月10日(火)～1月31日(火) 2月10日(金)着 3月1日(水)

第2回 2月1日(水)～2月28日(火) 3月10日(金)着 3月30日(木)

第3回 3月1日(水)～3月31日(金) 4月24日(月)着 5月18日(木)

第4回 4月1日(土)～4月30日(日) 5月10日(水)着 6月1日(木)

第5回 5月1日(月)～5月31日(水) 6月10日(土)着 7月3日(月)

第6回 6月1日(木)～7月7日(金) 7月31日(月)必着 8月16日(水)


	既定のセクション
	スライド 0
	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10


